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は じ め に 

 

 本手引きは、岡山県内における開発許可制度の運用を掲載し、実用版の手引書としてまとめ

たものです。開発許可制度の共通基準はもとより、県内の開発許可権者（県、岡山市、倉敷市、

玉野市、笠岡市）それぞれの運用基準を掲載しています。 

開発許可制度の運用は、法令の定めに従い、本手引きに掲載している運用基準により、都市

計画上、環境の保全上、災害の防止及び通行の安全上支障がないかどうかという観点から、個

別案件ごとに審査を行います。 

このたび、運用基準の見直し等を盛り込み、本手引きを改訂し、令和８年４月から適用する

こととなりました。 

今後とも、開発許可制度の適切な運用を通じ、安全で安心できる宅地整備を推進するため、

より一層のご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

本手引きが、開発許可制度を運用するみなさまの実務に役立てば幸いです。 
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※ 本手引きの作成に当たり、参考及び引用した文献等は次のとおりです。 

・ 最新 開発許可制度の解説＜第四次改訂版＞ 株式会社ぎょうせい 発行 

・ 盛土等防災マニュアルの解説 株式会社ぎょうせい 発行 
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